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医師・歯科医師参両の現状

一 医師 GRM ア ン ケ ー ト の結果 よ り 一

Present Status of Medical Doctors and Dentists in GRM Positions 
in Japanese National University Hospitals 
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｜頭立大学附属病院において， GRM(General Risk Manager）は王に看護姉が担ってきたが， 組織的な医療安

全推進のために， GRM業務に医師・歯科医師が参画する施設が増加している． しかし， どれほどの医師がど

の程度GRM業務に参加しているかは明確にはなっていない． そこで， それらの現状を把握・検討する目的で，
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瞳調車・�f器車詩語翻

国立文学附属病続の医師GRMを対象にアンケート前資を実施した. 45 病院中 41 病院から回答があった． そ

の結果， GRMとして活動している医師は27名， そのうち， 専従は1 0名， 専任は7名， 兼任は1 0名であっ

た． 専任以上の医師GRMを配置しているのは1 4 病院に過ぎなかった． ほとんとeの医ft1fiGRMが， 医師GRM

の仕事はやりがいがあり続けていきたいと考えている一方， 抱える不安も大きいことが判明した複数の職種

が役割分担して医療安全を推進していくためには， 医i百flGRMに必要な権限や処遇を設備する必要があると考

えられた．

キーワード 医師GRM， 国立大学附属病院， 臨立大学附属病院医療安全管理協議会

Abstract 
In national university hospitals in Japan. nurses have mainly been acting as general nsk managers 

(GRM). In order to systematically promote patient safety. some medical doctors and dentists have iecently 

cooperated with nurses in “doctor GRM” p ositions. However. numbers or contribution of de ctor GRM has 

not been clearly defined. Therefore. to clarify the present status of doctor GRM in Japan. a questionnaire 

survey was conducted at 45 national univeisity hospitals. Responses wei e from 41 national hospitals 

and indicated that 27 doctors act as doctor GRM in 22 hospitals: however. only 17 doctors in 14 hospitals 

can spend more than half of theii work hours on patient safety. Most of the respondents consider theii 

activities as GRM to be valuable to themselves and also to their hospitals. Further. although they want to 

remain GRM, they feel anxiety about then career. for example their piomotion, loss of time for learning new 

medical skills. etc. These findings indicate that it is necessary to give competence and treatment to doctor 

GRM in ordei to pi omote patient safety in hospitals. 

Key words: General risk managei, National Univeisity Hospital. Association foi Patient Safety of National 

Univei sity Hospitals 

I 背景・目的

医療機関における医療安全管理体制の強化として， 平

成1 4 年1 0月に改正医療法施行規WJが施行され， 全て

の病院および有床診療所に対して， ①医療安全管現指針，

②医療安全管理委員会， ③職員研修， ③事故報告等改

善方策からなる安全管理体制が義務づけられたー ：i守定機

能病院においては， 平成15 年 4月より， 専任の安全管

理者の配霞の確保が義務づけられた平成1 8年 4月の

診療報酬の改定では， 医療機関において専従の医療安全

管理者を配置しているこ士等を要件とした医療安全対策

加算が新設された． それによると医療安全管理者は「適

切な研修を終了した専従の看護師， 薬剤師等その他の医

療有資格者」とされている． さらには， 平成19 年3月

には厚生労働省より「医療安全管理者の業務指針および

養成のための研修プログラム作成指針」が出され， 医療

安全管理者の業務が高度かっ 多岐にわたることが明確に

なった
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一方， l到立大学附属病院においては， 国立文学医学部

附l奇病院長会談（現， 関立大学附属病院長会談） の組織

として， 平成1 4 年1 0月31日に悶立大学医学部前属病

院医療安全管理協議会（現， 国立大学附属病院医療安全

管理協議会， 以下， 協議会） が設立された協議会では，

平成16 年に専任リスクマネジャー（以下，GRM(General 

Risk Manager）） の業務基準を策定し， 国立大学問成病

院においては， それに基づきGRMが実質的な医療安全

管理者として配属され， 活動を続けてきている

医療安全管理者とGRMは， 厳密には同義ではないが，

病院には， 全病院的視点で医療安全業務や質改善業務

を推進する者（GRM） が必要であることは疑いがない

現在， 多くの国立大学的属病院ではこの役割を主に看護

l践が担っているが， 看護師が全てのGRM業務を行うに

は限界があり， チー ム医療を推進する在日点からも問題が

あるかもしれない． 組織的な医療安全推進のためには，

医学的知識と技能およびi臨床経験を有する医師・歯科医

師の参画を求める声があり， 笑｜祭一部の大学病院では参

画が始まっている． しかし， 現在， どのくらいの数の医
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表1

医療安全管理部門での役職

役職 lりt't 専任 兼任
部長， セン ター長 1 2 3 
部！”i長， 室長 1 2 3 
副部長， ／，＼� （分）室長 8 4 4 16 
役］�なL， 不i則 1 4 5 

lflH立

l占｛占 専従 専任 兼任
教授 1 1 
刊g救J五(11•1院教授， 診療 2 2 2 6 
教授な どを合む）
可le教授 6 2 2 10 
；似i 1 2 3 
助教 2 1 2 5 
不I町 2 2 

端技綬（病院教授、 診療教授などを含む）とは，「操教授の職位で

あるが， 同II.＼＇に病院教授平診療救長などの職位を！万せもつ陸自H

的科医師jをJljす

r:m 歯科i歪附が， どの程度GRM業務に参闘しているか

のデータはないー そこで， 国立大学附属病院における今

後のGRMのあり方を検討するために， 医師 歯科医仰

の参画状況を明らかにする目的でアンケート調査を実施

したさらに， lま！Ji安全担当の支任者（多くの施設では，

副院長が担当） との役割分担も検討し， 合わせて， 現在

GRM業務に携わっている医師・歯科医締GRMの意識

調査についても行った．

II. 方法

1 アンケート笑施l時期． 平成22 年7月

2 . 対象 国立文学ドH成病院医療安全管理協議会に所属

している施設において， GRMとして活動している

医師 菰科医師I. 本アンケートでのGRMの定義「医

療機関の管理者から委設された権限に基づき， 会病

院的な安全管理業務や質改善策業務（1 . 体昔日の構

築， 2 . 指針作成等の参画 周知， 3 . 教育研修の

企岡・運営， 4 . インシデントの収集分析と防止対

策の策定， 5 情報収集と事故防止， 6. 医療事故

の対応 調資・姿因分析と再発防止について中心的

あるいは支援的な活動） を行っている者」とした目

医療安全に関わる業務の割合による専従， 専任， ヨ（［

f壬は問わなかった

3 .  笑施方法 国立文学附属病院医療安全管理協議会

GRMメーリング リストにてメール添付の形式で送

付した． 医師GRM配置の有無がわからない施設も

報告

表2

正式な所属

専従 専任 兼任 青｜
医療安全 8 5 。 13 
診療・研究 2 2 1 0  14 

業務m割合との不一致率

専従 専任 i眠任 言｜
不一致事 20% 29% 。% 11% 

多いため， 看護l�GRMにアンケートを送付し， 看護

l限GRMを通じて， 医附GRMへの配布を依頼した．

4 アンケート内容 付表

5. 回収結果 民立大学附属病院 42 7＜：学 45 病院中，

41 病院から回答があった

ill . 実態調査結果

1 GRM配置数および業務量の内訳

病院として医姉GRMを配霞しているのは， 防答のあっ

た 4 1病院中22 病院（53.7%） で 27名であった病院

における業務の中で， 医療安全管理業務の割合が80%

以上を専従， 50%以上を専任， 50%未満を 兼任と定義

すると， 専従10名， 専任7名， 兼任10 名（輪番llil）を行っ

ている病院は1 名とした） であったこの結果より， 業

務の50% 以上を医療安全管耳！に費やしている医師GRM

を自己iill＇.しているのは， 41 病院中14 病院（34.1 %） で17

名であった． 以ーマ， 専従・専任 兼任については， 業務

ill:に基づく定義を用いた． 医師・歯科医師以外の職種の

GRMについては， 看Jll'l臓のGRMは会ての病院で配慢

されており， 13 病院において 2 名の看護師が配霞され

ていた． 薬剤師のGRMは 5病院で況i壁されており， い

ずれも1 名であった

2. 医療安全管理部門における役職および職位について

（表1 ) 

3. 正式な所属および業務愛との関係について（表2)

付表にあるように， 給与が払われている所属を正式所

属としたI事従においても2 0%， 専任において29 % の

医師GRMが， 正式 には診療宇｜または講座の所属でユあっ

た一方， 兼任は全て診療科または講座の所属であった

4. 医療安全管理責任者（副院長または医療安全管瑳部

門の長）との役割分担について（図1)

医師GRMが配置されている22 病院中20病院から回

答があった． 約半数の病院（48%） にて， 医師GRMと

医療安全管理責任者の役割分担は明確であるとの問答で
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責任者の業務

（院内会議、

協議会管理者

部会参加等）

も匡師GRM
の業務である

14% 

そのf也

19% 

規定上分授があるが責

任者の業務（院内会話

協議会管理者部会参加

等）を刊行することが

多い

19% 

図1 医療安全管理責任者との役割分担

表3

「 他l;Wf'JtGRMとの州側

①インシデントレポートの処理！ 雌定

時従I Wt壬

すべて 。 5 
l'.i'.mJiの報告と3b以上 I 3 
12"自Iiの報告のみ 2 。

3b 以tのみ 。 。
無回答 1 。

②医披＇Ji·故発引i時のN止、

�ldJ: 
6 
。
1 
。

3 

W1ii' w任I lt任
常にf】rst call 3 リ戸 。
:if\大＇Ji·例などのfirst call 1 。 。
second call， 当番制など 3 2 7 
医師関連のみfir叫call 2 。 。
I恥lul答 1 。 3 

分担が明確

である

48% 

16 
4 

3 
。
4 

8 
1 

12 
2 
4 

あった具体的には， 院内事故調査委員会の委員長また

は副委員長， 過誤事例における病i克代表としての説明

謝罪（病院長の代行を含む）， 医療安全管理部門会議の

議長， 親委員会（リスクマネジメント委員会など）への

出席， マスコ ミ公表時（記者会見など） に医療安全管理

部門の責任者としての列岬zについては， 4 分の 3 以上の

病院で， 医療安全管理1�f任者が担っているとの問答で

あった． 一方， 医療安全管理責任者の業務も医師GRM

の業務であるとの回答が1 4%あった

5. 他職種GRMとの役割分担（表3)

① インシデントレポートの処理・確定については，

表 3 に示すように， すべてのレポートを処理する

医師GRMが半数以上であり， 専従， 専任， 兼任

による差は認められなかったなお， 表 3 にある

136 医療の質・安全学会誌VoL7 No.2 (2012) 

表4

�安全同期する授業担当（広歯学部学生に対する）

記；� 専従 専任

。 I 4 3 8 
1～2 4 2 4 10 

3～5 2 。 。 2 
6～ 2女 1 。 3 
証回答 1 。 3 4 

, 10コマ1名， Hコマ1名

表5

「 臨床聞についての不安はありますか

Wi!t 専任l iHf 
ある 4 6 5 15 
ない 4 1 2 7 
どちらでもない 1 。 。 1 
)!!I；回答 1 。 3 4 

表。

「GRMとしての染問分などに不安はありますか

専従 専任 mH工
ある 4 6 4 14 
ない 4 。 3 7 
とちらでもない 1 1 。 2 
！！正｜回答 1 。 3 4 

3 b 以上とは， 国立文学附属病院医療安全管理1協

議会の定める影響度分類による．

② 重＂な医療事故発生II寺の連絡体制における順番に

ついては， さまざまであるが， 専従 専任の場合

は医師GRMが釦st callとして対応することが

多く， 兼任の場合は全員が second callまたは当

喬制であった．

6. 医療安全に関する授業担当（表4)

半数以上の医師GRMが， 看護学科や保健学科を除く

医学部または歯学部学生に対する医療安全に刻する授業

を年に 1 講以上担当していた専従の医師GRMにおい

ては， 年 3 議以上担当する医師GRMもいた．

N. 意識調査結果

1 臨床面についての不安の有無（表5)

半数以上の15名が臨床面についての不安があると回

答した． 専任， 兼任に比較して， 専従の方が不安を感じ

る割合が少なかった具体的なコメントとしては， 臨床

能力の低下， 外科的ス キルの維持に不安を感じるといっ
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表9

�安全に係るf上軒続けていくつもりはありますか

計 I I ｜ 専従｜ 専任i兼任｜ 計

表7

医師GRMは必要だと思いますか

専従 専任 H任
I口R、 λノ 9 戸I 【I 

思わない 。 。 。
無回答 1 。 3 

お
一o一
4

表8

GRMはやりがいのある仕事だと思いますか

専任｜兼任専従
はい 9 6 7 22 
いいえ 。 1 。 1 
j附田l答 1 。 3 4 

たものが多かった

2. 業緩や身分についての不安（表6)

半数以上の14名がGRMとしての業紋や身分に不安

があると回答した． 専任GRMでは7名中6名が不安は

あると回答した具骨的には， 医療安全の仕事は医師Iの

業品＇1として評価されにくい， 臨床に戻る際にGRMとし

て働いている期間は業績の面から負に働くのではないか

といったものが多かった．

3. 医師GRMの必要性（表7)

回答のあったl劉市GRM全員が， 医師GRMは必要で

あると問答した理由について多かったのは， 医師が引

き起こす有害事象の評価は医師が中心でなくては難し

い， 医師へのアプロ ー チは医師でないと難しい， 重大な

医療事故を起こすのは医師て、ある， チー ム医療の統括は

医師であるので医療安全についてもそうあるべきである

といった意見て、あった

4. G円Mの仕事について（表8)

問答のあったほぽ全ての医師GRMが， GRMはやり

がいのある仕事であるとl問答した．

5. 将来について（表9)

大多数の医師GRMが， 医療安全に関わる仕事を続

けていくつもりがあると回答した． 特に， 専従の医師

GRMについては， 10名中日名が続けていくとの回答で

あった．

6. その他

「医師GRMの仕事を遂行するためにはどのような資

質が必要だと思いますか」との質問に対しては， 協調性

(10名）， コミュニケーション 能力（9名）， 忍耐力（7名），

妥協しない正義感および高い倫理観（6名），リー ダーシッ

プ（5名）という記載が多かった． その他， バラン ス 感覚，

醗錨紘古購主醐欄

ある 18 B一
o一
1一
1

民υ一
。，“一
nu一
nu

5一
2一
O一
3

ない
どちらともいえない
加回答

4
了。土

4

幅広い医学知識， 支任感， 明るい性格といった記載も複

数見られた

一方， 「医師GRMであることを不都合に感じたこと

がありますか」との質問に対しては， 自分の所属診療宇l

のインシデン ト対応が難しい（3名）， インシデン トが

自分の専門領域の場合に自分の判断が先行してしまう（2

名） という意見があった．

V考察

本アンケー トにおいて明らかになったことで， 最も重

要なことは， 医l立火学的属病院においてGRMとして活

動している医師ー的手II主姉は27名であり， 医療安全に

i刻する業務の割合で定義すると， 専従10名， 専任7名，

兼任10名であるという実態を把握できたことである

医師GRMを配置しているのは， 問答のあった 41 病院

中22 病院（53.7%） であり， 業務の50% 以上を医療安

全管理に費やしている｜丞fttiGRMを配践している病続は

14 病院（34 .1%） にすぎなかったさらには， 回答の無

かった 4 病院について医締GRMを自己越していないとす

ると， それぞれ 48.9%, 31.1% となる． 本アンケー トで

は， GRMの定義を明記した上で行われているため， か

なり正確な笑ilqを把躍していると考えるが， 以下のよう

な限界がある

1 ） 実際の医師GRMに直接 インタピュー を行って確

認したわけではないので， 定義の解釈が施設によって多

少怖がある可能性がある． 「全病院的な安全管理業務や

質改善策業務を行うJとあるが， 特に兼任に関しては，

医療安全管理部門に関わる仕事の質・登ともにかなりの

臓があると推測される

2 ） 病続業務における医療安全管理に関わる業務量に

て， 専従・専任・兼任としたが， これについても， 正確

に計算することは難しく， 特に， 境界域の場合の判断は

難しいと思われる

専従または専任 のGRMとして活動していながら，

正式な所属が診療科または講座であるものがそれぞれ
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隠語愚糟

2 0 % ,  29 %であった． 後述するキャリアパスにも関係し

てくるが， このようなねじれ現象については， 診療宇｜ま

たは講座のポストが事実上少なくなることを意味してお

り， 制度として長続きしないのではないかと思われる

一方， 多くの病院が経営面で厳しい状況にある国立大学

附属病院においては， ポストの新設は容易ではないが，

検討されなければならない訪題であろう

病院の医療安全管理においては， 最高責任者は病院

長であるが， E自立文学附属病院では， 医療安全管理担当

の副院長が部門長についていることが多い 付表にある

ように， 部門長は院内事故調査委員会の委員長または副

委員長， 過誤事例における病院代表としての説明・謝罪

（病院長の代行を合む）， 医療安全管理部門会談の議長，

記者会見なとに医療安全管理部門の責任者としての列席

などの役割がある 専任以上の医師GRMが自己主まされた

場合に， この部門長との役割分担が不明確になってしま

うのではないかとの危倶があったが， 代行することが多

いというものを含めると， 規定j二は分担が明確であると

いう施設が約70 % あり， 比較的問題なく役割分担がな

されていると考えられる． しかし， 高lj院長も診療科， 他

の部門長との兼任が多いと考えられ， 副院長およびl2I r：市

GRMの両者が卜分な役割を果たせているかどうかは今

回のアンケートからは不明である．

意識調査については， 三三数以ヒの医師GRMが臨床而

についての不安があると問答したー GRMとしての業絞

や身分についての不安についてもほぼ同数であった． つ

まり， 臨床面に不安をもっ医師GRMは問i時にGRMと

しての身分についても不安をもっているということであ

ろう． 医師GRMのキャリアパスは不雌定であり， 医療

安全管理！に関わる業務量（専従， 専任， 兼任） にかかわ

らず， 臨床中心（臨床のみ） に復する可能性がある以上，

当然の結果であろう 特に， 80% 以上の業務を医療安

全管理に充てている専従医師iGRMでさえ， 半数が臨床

面， 将来について不安を感じながら仕事をしているとい

う状況は認識されるべきであろう． また， 表には示して

いないが， 所属医局との関係に対する不安があるかとい

う質問に対しては， 約 40 % の医姉GRMが「不安がある」

と答えていた．

上記のように， 臨床面， 将来に不安を抱える医師
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GRMが多い一方， ほとんど全ての医姉GRMが， 医師

GRMは必要であり， かつやりがいのある仕事と答えて

おり， 大多数の医師GRMが医療安全に関わる仕事を続

けていくつもりがあると回答した. GRMという職種は，

病院の上層部との意見の対立， 特に医師であれば， 他の

医師との意見の対立などが生じることもあり， ストレス

の多い仕事である． 現役の医師GRMのほとんどが， 医

師GRMという職種を宵定的に考えているということは，

今後医師GRMに就任する医師および設置を考える病院

双方にとって意義のある結果と思われる，

意識誠査結果の6に記載したように， GRMとしての

立場にとって， 専門医としての知識と経験が却って滋壁

になる可能性があるというのは， 医師GRM特有の問題

であり， 今後検討されるべきであろう また， 「GRMの

仕事を続けていく上で整備してほしいことJという質問

に対しては， キャリ アパス上の位置づけ（GRMの業績

評価方法の雌立） という記載が最も多かった． 上に述

べた， 将来への不安と関迷する意見であろう． その他，

GRMの権限強化， 後継者育成のサポート， 交代制やバッ

クアップ体ililJ， 医療安全管理学講座の設立といった意見

が複数見られた．

悶立大学JI属病院においても， 50%以上の業務を医

療安全脅迫！に費やすいわゆる専任以上の医師GRMを

配置している病院は14 病院にすぎない． ほとんどの医 6

師GRMが， 医師GRMの配置が必要であり， やりがい

があり続けていきたいと考えているが， 抱える不安も

大きいことが判明した本アンケートの結果より， 医師

GRMがますます必要となると考えられた． 医師GRM

の配置のためには， 日装備しなければならないことが多く

あること古河司明したー

VI.謝辞

本アンケートへの問答にご協力いただきました周立大

学附属病院医療安全管理協議会織成員全員（ 平成22 年

7月時点） に， 深 謝申し上げます． また， 本 ア ンケート

の集計にあたっては， 岩部もゆみ氏（北海道大学病院総

務課医療安全係 ）にご支援いただきました
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付表（体裁は一部変更）

医隙iGRMアンケート

第一部（ 第一部については各施設一回答として下さい）

回答者の職種とお名前（ 任意 ）

1 医療安全管理部門の正式名称 をお答えください．

額醤捧·�f.輯担醐

2. GRMは何名いますか， またその職種（医師， 歯科医師， 楽剤師， 看護師） もお答えください (GRM 

の定義は， 「医療機関の管粗！者ーから委譲された権限に基づき， 全病院的な安全管理業務や質改善策業

務（Cl体制の構築， ②指針作成等の参画・周知， ③教育研修の企廼i. 運営， ④インシデントの収集分

析と防止対策の策定， （［情報収集と事故i坊止， ⑥医療事故の対応・調査・嬰悶分析と再発防止につい

て中心的あるいは支援的な活動） を専任または専従（ここでの専任 ・専従の定義はあいまいなものと

します） で行っている者jとします． ）

医師（ ）名， 歯科医師（ ）名， 看護側（ ）名， 薬剤師（ ）名

3. 施設基準にて規程されている「医療安全管理者」（厚生局への届出） は， どなたですか． （届出書類に

基つ。いて記1＆してください）

以下医師I . 歯科医師IGRMの方にうかがいます 以降のアンケートにおいて用いられる密師GRMは， 歯科医師

GRMも含むこととします 医師GRl1のいない施設においては回答不袈ですが， 質問1 7 , 1 8 , 2 0 , 2 3,34

については， 可能でしたらお答えいただきますようお願い致します

また， 医日1!iGRMが複数いる施設においては それぞれお答去ください．

負3ご一剖i

4 あなたは専右t·�干｛壬． 兼11 の何れです古、 （このt�ll月では’ ご自身古苦とう宰守えているカ、という在n.(;

で選んでくださし、）0で閲んでユ下さい

5. 医療安全に閲る仕事の割合は病i涜における仕事のおおよ そ何%ですか（医学研究科， 歯学研究科に｜お

るH寺II日はj徐いて下さい）ー

6. 仮に， 専従（I歪療安全に関る仕事の割合が8 0%以仁）， 専任（｜宏被安全に｜刻るイJ:Jjj.の訓合が50%以上），

兼任（医療安全にl�lる也事の都合が50%未満）と定義すると，あなたは， 専従・専任 兼任の何れですか．

0で囲んで下さい．

7. 年総（任意）， 卒業年（任詩人位別（任意）一一_::lシー一一一主主， 男性 女性

8. 診療科（専門領域） をお答えください．

9. 施設における所属と職｛立 を玄三三お答えください． 文学（医学部， 大学院医学研究科） か病i完， 診療

平lか医療安全管理部門について明確にしてください． その中で， 正式（給与計算の恭本になっている〈病

院の専任GRMであっても， 医学部の職員で医学部から給与が支給されている医師は医学部の職種〉）

なものにO を付けて下さい また， 最も時間を費やすJal名に（専） を付けて下さい

1 0. 診療科（医学部学生や大学院生の指導などを含む， 外勤は徐〈） のイ1事内容についてお答えください．

1 1 . ご自身の施設の医師GRMの選考方法についてお答えください

指 名 院内公募・全国公募 その他

1 2 . 任期はありますか．

ある（一一一一生）・ない

1 3. GRMになって何年目ですか（平成 22年6月現在でお答えください）
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臨詣誌購民ヨ麗闇

生旦

1 4 . 医療安全担当管理者（医療安全信理を担当する部等の長又はこれに準ずる者若しくは医療安全管理J目当の副

病院長等） との役割分担について（いずれかを選択してください）

a）分担が明確である

b）規定上分担があるが管理者の業務（院内会議， 協議会管理者部会参加等） を代行することが多い

c）管理者の業務（院内会議， 協議会管理者部会参加等） もGRMの業務である

d）その他（具体的にー

1 5. 医療安全担当管理者（副院長等） は， 医療安全管理にIMJして実際にどのような役割を担っていますか． 下記

項目の中から選択して下さい（複数選択可）．

a）続内事故調査委員会の委員長又は副委員長

b）過誤事例における病院代表としての説明・謝罪（病院長の代行を含む）

c）医療安全管理部門会議の議長

d）親委員会（リスクマネジメント委員会など） の出席

e）マスコミ公表i時（記者会見など） に医療安全管理部門の賀任者としての列席

。 その他（具体的に

1 6 GRMの中での役割分担について

( 1 ）インシデントレポートの処理 決定など

すべて・｜豆姉の分（医師の報告， 医師が当事者）

（具体的に：

のみ・3 b 以上守ド例のみ ー その他

( 2 ） 医療事故発生時の対応（いずれかを選択してください）

常にfirst callである・当番制 . 3 b 以上は自rst call － その他（

( 3 ） 医療事故調査委員会（外部委員を入れる規模またはそれに準じた規模の委員会を指 す） において， 他

l阪種のGRl\1や事務職に比べて主体的に行っている仕事を下記項目の中から選択して下さい（複数選

択百J).

a）委員のJllUJ.Jt. b）委員への依頼， c）聞き取り調査， d）委員会資料の作成， ω調査報告書の作成，

Oその他

( 4 ） 看護I故， 楽高l川町iのGRMとの役割分mとして明確になっているものがあれば， 記1服してください．

1 7. 医療安全管理業務における残業手当や休日勤務 (I呼び出し） 手当ては支給されますか． はい・いいえ

1 8. 夏季休II院などまとまった休暇はとることができますか はい いいえ

1 9. 医師GRMとして， 給与而において手当てが支給されていますか．

はい・いいえ

2 0. 医学部に医療安全に閲する授業はありますか ある ない

ある場合は何コマですか（ コマ（ 年次〉），（ コマ 〈 年次〉）

その中でご自分が担当している授業は何コマですか（ コマ（ 年次〉），

担当していない授業はどなたが担当していますか．

2 1. 医療事故の公表やマスコミ対応を支援していますか

している ー していない

している場合にどのような役割を担っていますか

していない場合， 主として支援しているのはどなたですか

2 2. 医療事故の事後対応支援について

( 1 ） 事故調査報告書の家族などへの説明
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コマ 〈 年次〉）
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主体的にしている 支援的にしている していない

( 2 ） 示談や訴訟の場合にどのように隣っていますか．

2 3 . 臨床倫理（脳死， 終末期医療， 輸血拒否， DNARなど） に関っていますかー

倫理委員会の委員として アト、パイザー として 諜lっていない ー その他

第三部

覇趨llt.·�r.麟主臨醐

2 4. 医療安全管理部門において研究や調査などを行う場合に， 経費はどのようになっていますか． （選択してく

ださい， 複数選択可）

a）医療安全管理部として一定の年 間予算（研究枠として） がある

b）年度計画として毎年予鉾嬰求する，

b）医師GRMの職事ff［として（例えば准教授としての規程の研究費など） 研究裂がある．

c）その都度予算を要求する

d）一切なし（競争的資金や所属医局の研究費を使う場合を含む）

e）その他

2 5. 医療安全関係の研究 調査（院内のみは除く） を行う場合に， 医療安全管理部門の事務職員の協力は符られ

ますか はい いいえ

2 6. 医師GRMが病院（長） から評価される具体的なものはありますか（給与以外で）

ある・ない（ある場合は具体的に

2 7. GRMの仕事を続けていく上で装備して欲しいことは何ですか

第問音1

2 8. GRMはやりがいのあるイj事だと思いますか．

はい いいえ

2 9. GRMの仕事の遂行にはどのような資質が重要だと思いますか．

3 0. あなた！�I身の将来についてお尋ねします．

( 1 ） 臨床郎（病理も含む） についての不安はありますか

ある・ない よろしければ， 具体的にお書きください

( 2 ） 臨床（病理も含む） の所総医局との関係なとに対する不安はありますか．

ある・ないーよろしければ， 具体的にお書きください

( 3 )  GRMとしての「業品Uや「身分Jなどに対する不安はありますか．

ある ない よろしければ， 具体的にお説ーきください

( 4 ） 医療安全に関る仕事を続けていくつもりはありますか

ある・ない よろしければ， 具イキ的にお書きください

3 ］. 医師のGRMが必要だと思いますか．

思う 思わない よろしければ， 理由をお書きください

3 2. 医師のGRMの役割はどのような役割を担うべきだと思いますか．

3 3 .  医師GRMであったことを不都合に感じたことがありますか （例えば， 臨床面との関迷や医師同士の人間 関

係などにおいて） ある・ない よろしければ， 具体的にお書きください

3 4. 悶立大学附属病院医療安全管理協議会において， 医師のGRM部会（仮称） が必要と思いますか

息う・思わない その他
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